
三菱神戸病院 化学療法の取組み 
 

 

１． 委員会等の設置 

 化学療法委員会 （平成１８年～） 

２． 教育 

  職員、院外薬局を対象とした化学療法研修会を１年に１回開催します。 

３． 化学療法委員会 

医師、看護師、薬剤師、管理栄養士がチームを組み、１～２か月に１回カンフ

ァレンスを開催し、化学療法の実施状況や薬剤使用量に関する情報を共有して

います。安全に化学療法を遂行できるよう努めています。 

４． 化学療法マニュアルの作成 

電子カルテにレジメンを登録しており、適宜閲覧が可能となっています。 

５． 化学療法の治療内容の提供 

化学療法施行中の患者さまを対象に化学療法のレジメンや施行状況に関する

情報提供を行っています。また、化学療法を安全に遂行する上で必要な指導を

行っています。 

６． 化学療法に関する相談窓口 

化学療法チームのスタッフが他の医療機関や院外薬局からの問い合わせに対応

しています。    （担当窓口 ： 通院治療室担当看護師） 

連絡先：078-671-7705   

                   ２０２０年４月 1日 三菱神戸病院               


